
六
三
八

附
属
書
五
（
第
七
章
関
係
）

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

第
一
条

適
用
範
囲

１

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
各
締
約
国
の
法
令
に
規
定
す
る
放
送
サ
ー
ビ
ス
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

３

こ
の
附
属
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
次
の
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
方
の
締
約
国
が
、
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
附
属
書
六
の
自
国
の
特
定
の
約
束
に
係
る
表
に
記

(a)
載
す
る
以
外
の
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
伝
送
サ
ー
ビ
ス
を
設
置
し
、
建
設
し
、
取
得
し
、
賃
貸
し
、
運
用
し
、
又
は
提

供
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
。

締
約
国
が
公
衆
一
般
に
提
供
さ
れ
な
い
電
気
通
信
の
伝
送
網
若
し
く
は
伝
送
サ
ー
ビ
ス
を
設
置
し
、
建
設
し
、
取
得

(b)
し
、
賃
貸
し
、
運
用
し
、
若
し
く
は
提
供
す
る
こ
と
又
は
締
約
国
が
そ
れ
ら
を
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供

者
に
義
務
付
け
る
こ
と
。
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第
二
条

定
義

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、

「
原
価
に
照
ら
し
て
定
め
ら
れ
る
」
と
は
、
原
価
に
基
づ
く
こ
と
を
い
い
、
合
理
的
な
利
潤
を
含
む
こ
と
が
で
き
、
ま

(a)
た
、
異
な
る
設
備
又
は
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
異
な
る
原
価
算
定
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
内
部
相
互
補
助
」
と
は
、
一
の
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
利
益
を
、
同
一
の
法
人
に
よ
る
他
の
商
品

(b)
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
支
援
す
る
た
め
に
用
い
る
行
為
を
い
う
。

「
最
終
利
用
者
」
と
は
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
最
終
的
な
消
費
者
又
は

(c)
加
入
者
（
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
を
含

む
。
）
を
い
う
。

「
不
可
欠
な
設
備
」
と
は
、
次
の

及
び

の
要
件
を
満
た
す
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送

(d)

(i)

(ii)

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
設
備
を
い
う
。

単
一
又
は
限
ら
れ
た
数
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
っ
て
専
ら
又
は
主
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(i)

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
い
て
代
替
さ
れ
る
こ
と
が
経
済
的
又
は
技
術
的
に
実
行
可
能
で
な
い
こ
と
。

(ii)
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「
相
互
接
続
」
と
は
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供

(e)
者
と
の
接
続
で
あ
っ
て
、
一
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
係
る
最
終
利
用
者
が
他
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
係
る
最
終
利
用
者
と

通
信
し
、
又
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
を

い
う
。

「
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
結
果
と
し
て
、
基
本
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
関
連
す
る
市
場

(f)
に
お
い
て
価
格
及
び
供
給
に
関
す
る
参
加
の
条
件
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
能
力
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
を
い
う
。

不
可
欠
な
設
備
の
管
理

(i)

当
該
市
場
に
お
け
る
自
己
の
地
位
の
利
用

(ii)
「
差
別
的
で
な
い
」
と
は
、
同
様
の
状
況
に
お
い
て
同
種
の
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送

(g)
サ
ー
ビ
ス
の
他
の
利
用
者
に
与
え
ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
い
う
。

「
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
」
と
は
、
伝
送
網
の
定
め
ら
れ
た
終
端
地
点
の
間
で
の
電
気
通
信
を
可
能
と
す
る
公
衆
電

(h)
気
通
信
の
基
盤
を
い
う
。

「
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
締
約
国
が
公
衆
一
般
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
的
に
又
は
事
実
上
要

(i)
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求
し
て
い
る
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
当
該
伝
送
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
特
に
、
電
信
、
電
話
、
テ
レ
ッ
ク
ス
及

び
デ
ー
タ
伝
送
で
あ
っ
て
、
典
型
的
に
は
、
二
以
上
の
地
点
の
間
で
、
顧
客
が
提
供
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
二
以
上

の
地
点
の
終
端
に
お
い
て
当
該
情
報
の
形
態
又
は
内
容
に
変
更
を
伴
わ
ず
に
行
う
も
の
を
含
む
。

「
再
販
売
」
と
は
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ

(j)
る
サ
ー
ビ
ス
を
、
そ
の
後
商
業
的
な
原
則
に
基
づ
い
て
販
売
し
、
又
は
賃
貸
す
る
こ
と
（
価
値
を
付
加
す
る
か
否
か
を
問

わ
な
い
。
）
を
い
う
。

「
電
気
通
信
」
と
は
、
電
磁
的
手
段
に
よ
る
信
号
の
送
信
及
び
受
信
を
い
う
。

(k)

「
電
気
通
信
規
制
機
関
」
と
は
、
電
気
通
信
の
規
制
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
機
関
を
い
う
。

(l)

「
利
用
者
」
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
を
い
う
。

(m)

第
三
条

ア
ク
セ
ス
及
び
利
用

１

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
透
明
性
の
あ
る
、
合
理
的
な
、
か
つ
、
差
別
的
で
な
い
条
件

で
適
時
に
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
そ
れ
ら
の
利
用
を
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
そ
の
義
務
は
、
特
に
、
２
か
ら
６
ま
で
の
規
定
を
通
じ
て
履
行
す
る
。
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２

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
つ
い
て
、
当
該
一
方
の
締
約
国
内
に
お
い
て
又
は
当
該
一
方

の
締
約
国
の
国
境
を
越
え
て
提
供
さ
れ
る
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
（
そ
れ
ら
に

は
、
専
用
回
線
を
含
む
。
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
そ
れ
ら
の
利
用
を
確
保
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
、
５
及
び
６
の
規

定
に
従
い
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
次
の
こ
と
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
当
該
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
に
接
続
さ
れ
る
端
末
そ
の
他
の
機
器
で
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の

(a)
提
供
に
必
要
な
も
の
を
購
入
し
、
又
は
賃
借
し
、
及
び
接
続
す
る
こ
と
。

当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
専
用
回
線
又
は
自
営
回
線
を
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ

(b)
ス
と
又
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
専
用
回
線
若
し
く
は
自
営
回
線
と
相
互
に
接
続
す
る
こ
と
。

当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
自
己
の
選
択
す
る
運
用
の
プ
ロ
ト
コ
ル
（
電
気
通
信
の
伝
送

(c)
網
及
び
伝
送
サ
ー
ビ
ス
を
公
衆
一
般
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
ト
コ
ル

以
外
の
も
の
）
を
利
用
す
る
こ
と
。

３

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
国
境
内
の
及
び
国
境
を
越
え
る
情
報
の
移
動
（
当
該
サ
ー
ビ

ス
提
供
者
の
企
業
内
通
信
を
含
む
。
）
の
た
め
並
び
に
い
ず
れ
か
の
締
約
国
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
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デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ
、
又
は
機
械
に
よ
る
判
読
が
可
能
な
他
の
形
態
で
蓄
積
さ
れ
た
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
た
め
に
公

衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

４

３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
次
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措

置
を
、
恣
意
的
若
し
く
は
不
当
な
差
別
の
手
段
と
な
る
よ
う
な
態
様
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
対
す
る
偽
装
し
た
制
限
と
な

る
よ
う
な
態
様
で
適
用
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

通
信
の
安
全
及
び
秘
密
を
確
保
す
る
こ
と
。

(a)

公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
こ
と
。

(b)
５

各
締
約
国
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス

へ
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
そ
れ
ら
の
利
用
に
条
件
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
の
公
衆
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
責
任
、
特

(a)
に
、
当
該
提
供
者
の
伝
送
網
及
び
伝
送
サ
ー
ビ
ス
を
公
衆
一
般
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
能
力
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
場
合

公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
技
術
的
な
統
一
性
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
場

(b)
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合

６

５
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
場
合
に
お
い
て
は
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
へ
の

ア
ク
セ
ス
並
び
に
そ
れ
ら
の
利
用
の
条
件
に
は
、
次
の
事
項
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
再
販
売
又
は
共
同
利
用
の
制
限

(a)

公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
と
相
互
に
接
続
す
る
た
め
に
特
定
の
技
術
的
イ
ン
タ

(b)
フ
ェ
ー
ス
（
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
プ
ロ
ト
コ
ル
を
含
む
。
）
を
利
用
す
る
と
の
要
件

必
要
な
場
合
に
は
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
相
互
運
用
性
の
た
め
の
要
件
及
び
こ
の
附
属
書
の
第
十
三
条

(c)
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
を
促
進
す
る
と
の
要
件

公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
に
接
続
さ
れ
る
端
末
そ
の
他
の
機
器
の
型
式
認
定
及
び
当
該
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
へ
の

(d)
当
該
機
器
の
接
続
に
関
連
す
る
技
術
上
の
要
件

専
用
回
線
又
は
自
営
回
線
を
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
と
又
は
他
の
サ
ー
ビ
ス

(e)
提
供
者
の
専
用
回
線
若
し
く
は
自
営
回
線
と
相
互
に
接
続
す
る
こ
と
の
制
限

届
出
、
登
録
及
び
免
許

(f)
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第
四
条

競
争
条
件
の
確
保
の
た
め
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

１

各
締
約
国
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
単
独
又
は
共
同
で
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
反
競
争
的

行
為
を
行
い
、
又
は
継
続
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
。

２

１
に
規
定
す
る
反
競
争
的
行
為
に
は
、
特
に
次
の
行
為
を
含
め
る
。

反
競
争
的
な
内
部
相
互
補
助
を
行
う
こ
と
。

(a)

競
争
者
か
ら
得
た
情
報
に
つ
い
て
反
競
争
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
。

(b)

不
可
欠
な
設
備
に
関
す
る
技
術
的
情
報
及
び
商
業
上
の
関
連
す
る
情
報
で
あ
っ
て
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆

(c)
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
他
の
提
供
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を
、
当
該
他
の
提
供
者
が
適

時
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
い
こ
と
。

第
五
条

再
販
売

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
内
に
お
け
る
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者

が
、
他
方
の
締
約
国
の
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
よ
る
再
販
売
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
対
し
、
不
合
理
な
又
は
差
別
的
な
条
件
又
は
制
限
を
課
さ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
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第
六
条

相
互
接
続

１

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
内
に
お
け
る
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
の
提
供
者
が
、
他
方
の
締
約
国
の
公
衆
電
気
通

信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
対
し
、
自
国
の
法
令
に
規
定
す
る
範
囲
内
で
相
互
接
続
を

提
供
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

２

各
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
内
に
お
け
る
不
可
欠
な
設
備
を
管
理
す
る
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
伝
送
網
の
技
術
的
に

実
行
可
能
な
い
か
な
る
接
続
点
に
お
い
て
も
相
互
接
続
を
提
供
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
当
該
相
互
接
続
は
、
次
の
要
件
を

満
た
す
も
の
と
す
る
。

差
別
的
で
な
い
条
件
（
技
術
上
の
基
準
及
び
仕
様
を
含
む
。
）
及
び
料
金
に
基
づ
く
こ
と
。

(a)

当
該
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
同
種
の
サ
ー
ビ
ス
、
提
携
し
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
同
種
の
サ
ー
ビ
ス
又
は

(b)
当
該
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
子
会
社
若
し
く
は
提
携
す
る
会
社
の
同
種
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
当
該
主
要
な
サ
ー
ビ

ス
提
供
者
が
提
供
す
る
品
質
よ
り
も
不
利
で
な
い
品
質
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

他
方
の
締
約
国
の
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
が
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提

(c)
供
の
た
め
に
必
要
で
な
い
伝
送
網
の
構
成
部
分
又
は
設
備
に
対
し
て
支
払
を
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
十
分
に
細
分
化
さ
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れ
た
、
透
明
性
の
あ
る
、
か
つ
、
経
済
的
実
行
可
能
性
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
条
件
（
技
術
上
の
基
準
及
び
仕
様
を
含

む
。
）
及
び
料
金
（
原
価
に
照
ら
し
て
定
め
ら
れ
る
も
の
）
に
基
づ
い
て
適
時
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
必
要
と
な
る
追
加
的
な
設
備
の
建
設
費
を
反
映
す
る
料
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と

(d)
し
て
、
利
用
者
の
多
数
に
提
供
さ
れ
て
い
る
伝
送
網
の
終
端
地
点
以
外
の
接
続
点
に
お
い
て
も
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

３

各
締
約
国
は
、
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
の
相
互
接
続
に
適
用
さ
れ
る
手
続
を
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
。

４

各
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
内
に
お
け
る
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
相
互
接
続
に
関
す
る
協
定
又
は
接
続
約
款
の
い
ず

れ
か
を
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
七
条

独
立
の
規
制
機
関

１

各
締
約
国
は
、
自
国
の
電
気
通
信
規
制
機
関
が
い
ず
れ
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
か
ら
も
分
離
さ
れ
、
か
つ
、
い

ず
れ
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
対
し
て
も
利
害
を
有
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

２

各
締
約
国
は
、
自
国
の
電
気
通
信
規
制
機
関
が
行
う
決
定
及
び
当
該
電
気
通
信
規
制
機
関
が
用
い
る
手
続
が
市
場
の
全
て

の
参
加
者
に
つ
い
て
公
平
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
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第
八
条

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
サ
ー
ビ
ス

各
締
約
国
は
、
自
国
が
維
持
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
義
務
の
内
容
を
定
め
る
権
利

を
有
す
る
。
当
該
義
務
は
、
反
競
争
的
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
義
務
は
、
透
明
性
の
あ
る
、
差
別
的
で
な
い
及

び
競
争
中
立
的
な
態
様
で
履
行
さ
れ
、
か
つ
、
各
締
約
国
が
定
め
る
内
容
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
以
上
に
大
き
な
負
担
と
な
ら
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
九
条

免
許
基
準
の
公
の
利
用
可
能
性

１

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
に
免
許
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
各
締
約
国
は
、
次
の
事
項
を
公
に
利
用
可
能

な
も
の
と
す
る
。

全
て
の
免
許
基
準
及
び
免
許
申
請
に
係
る
決
定
を
行
う
た
め
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
期
間

(a)

個
別
の
免
許
の
条
件

(b)
２

各
締
約
国
は
、
申
請
に
係
る
決
定
を
行
っ
た
後
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
、
申
請
者
に
申
請
の
結
果
を
通
知
す
る
。
免

許
の
申
請
を
拒
否
し
、
又
は
免
許
を
取
り
消
す
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
締
約
国
は
、
申
請
者
の
要
請
に
応
じ
、

拒
否
又
は
取
消
し
の
理
由
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。
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第
十
条

希
少
な
資
源
の
分
配
及
び
利
用

１

各
締
約
国
は
、
電
気
通
信
に
関
連
す
る
希
少
な
資
源
（
周
波
数
、
番
号
及
び
線
路
敷
設
権
を
含
む
。
）
の
分
配
及
び
利
用

に
係
る
手
続
を
、
客
観
的
な
、
透
明
性
の
あ
る
、
か
つ
、
差
別
的
で
な
い
態
様
で
適
時
に
実
施
す
る
。

２

各
締
約
国
は
、
分
配
さ
れ
た
周
波
数
帯
の
現
状
を
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
の
特
定
の
利
用
の
た

め
に
分
配
さ
れ
た
周
波
数
の
詳
細
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
要
求
さ
れ
な
い
。

３

締
約
国
が
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
を
分
配
し
、
及
び
割
り
当
て
、
並
び
に
周
波
数
を
管
理
す
る
措
置
は
、
第
七
・
五
条
の

規
定
と
矛
盾
す
る
措
置
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
各
締
約
国
は
、
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
及
び
周
波
数
の
管
理
に
関
す
る

政
策
で
あ
っ
て
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
の
数
を
制
限
す
る
効
果
を
有

す
る
も
の
を
定
め
、
及
び
適
用
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
権
利
が
こ
の
協
定
の
他
の
規
定
（
特
に
第
七
・
三

条
の
規
定
）
に
適
合
す
る
態
様
で
各
締
約
国
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
当
該
権
利
に
は
、
現
在
及
び
将
来

の
必
要
性
並
び
に
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
利
用
可
能
性
を
考
慮
し
て
周
波
数
帯
を
分
配
す
る
能
力
を
含
む
。

第
十
一
条

透
明
性

各
締
約
国
は
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
及
び
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
そ
れ
ら
の
利
用
に
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関
す
る
措
置
が
公
に
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
当
該
措
置
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。

料
金
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
条
件

(a)

技
術
的
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
仕
様

(b)

当
該
ア
ク
セ
ス
及
び
当
該
利
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
標
準
の
作
成
、
改
正
及
び
採
択
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
機
関

(c)

公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
へ
の
端
末
そ
の
他
の
機
器
の
接
続
に
適
用
さ
れ
る
条
件

(d)

届
出
、
登
録
又
は
免
許
の
要
件

(e)

第
十
二
条

電
気
通
信
に
関
す
る
紛
争
解
決

１

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
が
、

当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
電
気
通
信
規
制
機
関
又
は
電
気
通

信
紛
争
解
決
機
関
を
適
時
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

２

各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
で

あ
っ
て
自
国
の
関
係
す
る
電
気
通
信
規
制
機
関
の
決
定
に
不
服
を
有
す
る
も
の
が
、
当
該
決
定
の
再
検
討
を
当
該
電
気
通
信

規
制
機
関
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
適
当
な
当
局
が
当
該
決
定
の
執
行
を



六
五
一

停
止
し
、
又
は
当
該
決
定
を
取
り
消
す
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
申
立
て
を
行
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
当
該
電
気
通
信
規

制
機
関
の
決
定
を
遵
守
し
な
い
こ
と
の
理
由
を
構
成
す
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

各
締
約
国
は
、
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
網
又
は
公
衆
電
気
通
信
の
伝
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
で
あ
っ
て
関
係
す
る
電
気
通

信
規
制
機
関
の
最
終
的
な
決
定
に
不
服
を
有
す
る
も
の
が
、
独
立
し
た
司
法
当
局
に
よ
る
当
該
決
定
に
つ
い
て
の
司
法
上
の

審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
当
該
司
法
当
局
が
当
該
決
定
を
差
し
止
め
、
当

該
決
定
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
当
該
決
定
を
取
り
消
す
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と

し
て
当
該
電
気
通
信
規
制
機
関
の
決
定
を
遵
守
し
な
い
こ
と
の
理
由
を
構
成
す
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

国
際
機
関
と
の
関
係

両
締
約
国
は
、
電
気
通
信
網
及
び
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
世
界
的
な
互
換
性
及
び
相
互
運
用
性
の
た
め
の
国
際
的
標
準
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
関
係
国
際
機
関
（
国
際
電
気
通
信
連
合
及
び
国
際
標
準
化
機
構
を
含
む
。
）
の
作
業
を
通
じ
て
当
該

国
際
的
標
準
を
推
進
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。


